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衆
議
院
議
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逢
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二
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基
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用
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す
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問
に
対
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、
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紙
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弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
公
共
サ
ー
ビ
ス
基
本
法
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
担
当
大
臣
」
が
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
基
本
法
（
平
成
二
十

一
年
法
律
第
四
十
号
）
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
が
所
管
し
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
れ
に
係
る
所
管
省
庁
と
担
当
大
臣
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
共
サ
ー

ビ
ス
基
本
法
の
目
的
は
、
同
法
第
一
条
に
お
い
て
、
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
施
策
を
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
が
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
条
の
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
同

法
第
二
条
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
行
政
機
関
が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
同
法
第
七
条
の
「
政
府
」
に
つ
い
て
も
、
特
定
の
組
織
又
は
機
関
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
同
条
は
、
政
府
に
お

い
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
施
策
に
関
係
す
る
全
て
の
行
政
機
関
に
係
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。


